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平成二十二年度決算に対する議決

一、本件決算は、これを是認する。

二、内閣に対し、次のとおり警告する。

内閣は、適切な措置を講じ、その結果を本院に報告すべきである。

１ 東日本大震災からの復旧・復興に向けた迅速かつ効果的な取組が求められている

中、復旧・復興関係経費の一部が、震災前から一般会計により継続的に実施されてい

た事務・事業等に支出されたり、被災地域における社会経済の再生や生活の再建等に

直接結びつくとは考え難い使途に充てられたりなどしていたことは、看過できない。

政府は、同経費の財源が増税による国民負担で賄われていることを強く認識して、

その使途が被災地域それぞれの需要や期待に応えるものとなるよう的確に予算を措置

し、これまでの支出の精査による見直し作業を更に進めるとともに、今後とも、住ま

いとなりわい再建を最優先に、予算の査定、事業実施箇所の選定等を厳格に行うべき

である。

２ 政府の重要な意思決定に係る会議については、決定過程の透明化を図るとともに、

事後の検証作業に資するため、その議事録等の作成、保存、公開等が不可欠であるに

もかかわらず、東日本大震災への対応に当たった緊急災害対策本部、原子力災害対策

本部等の15組織中、10組織において議事録が作成されなかったこと、このうち３組織

では議事概要等も作成されず議事内容の記録が残されなかったこと、また、北陸電力

株式会社志賀原子力発電所等の設置許可に際し、原子力安全委員会が開いた審査会等

の議事録が現存しておらず、審査過程を検証できない状態となっていることは、看過

できない。

政府は、重要な意思決定に係る会議について議事録等の作成、保存及び公開に係る

明確な基準を早期に策定及び公表するとともに、議事録等が未作成の会議等について

は早急に記録を整備すべきである。

３ 国等が補助金等を支出している大学等研究機関の公的研究費に関し、虚偽の会計書

類を作成するなどして、支払金を業者に管理させるなどの不適正な会計経理が行われ

ていた事態について、本院決算委員会が平成十七年度決算審査措置要求決議により是

正を促し、政府は平成20年１月までに改善措置を講じたと報告していたにもかかわら

ず、これ以降も同様の事態が見受けられたことは、極めて遺憾である。

政府は、公的研究費に係る不適正な会計経理の全容について早急に調査結果を取り

まとめ、これを公表するとともに、補助金等の不正使用の根絶に向けて、研究機関及

び研究者に対して一層の指導を行い、今後、同種の事業を基金を設けるなどして実施

する場合においても、不適正な会計経理が発生することのないよう万全な体制を構築

すべきである。



４ 各府省等が行うシステム開発等において、平成23年度までに54億5,000万円もの予

算を投じてきた特許庁の情報システムが当初計画どおりに完成する見込みのないまま

開発中断に至ったり、厚生労働省の検疫業務等に係るシステムの一部が業務上の使用

に耐えないなどのため全く利用されていなかったりしているなど、失敗事例が相次い

で明らかとなったことは、遺憾である。

政府は、これらの事例を教訓とし、各府省等において同様の事態が繰り返されるこ

とのないよう、システム開発等に関わる職員の資質や意識を向上させるとともに、シ

ステムの要求性能の検討や開発工程の管理等を適切に行うべきである。

５ 独立行政法人原子力安全基盤機構が実施する原子力施設の検査について、検査ミス

を電力会社に指摘されるまで気がつかなかったこと、電力会社の資料の不備を見落と

し必要な検査の一部を実施しなかったこと、検査対象である電力会社等の事業者が作

成した検査要領書に従って検査を行っていたことなど、事業者依存体質が明らかとな

り、検査に対する信頼を失わせたことは、極めて遺憾である。

政府は、機構における検査業務の改善に向けた取組を着実に履行させるにとどまら

ず、失墜した国民の信頼を回復すべく、抜本的な見直しを行い、検査の主体性及び独

立性を確立するとともに、中長期的な視点から専門人材を確保・養成するなどして、

原子力の安全確保に関する基盤を整備すべきである。


